
ءணடम૑ਏदघऊ؞؞मगीपٹ

原則ணடमਂਏです。
注）ணடऋ૑ਏऩ্मഫએَُ॑ڲओ༮ऎटऔः؛また、希望しない場合や支給口座を変更す
る場合のみ２月２０日までに、保健福祉課（℡８２-２７８０）までご連絡ください。

ৌ଴ుญڭযपणऌڮਐ৞॑ڭ৚଒ॉद੍ஔखऽघآ

ஔৌ଴঻੍ْٓءटोऋुैइॊभ؝ڮ

঱੶كڭقभుญুਊਭஔ঻、または঱੶كڮقभ৳૧঻भअठেੑ॑೐੅घ
ॊங২भৈः঻

ஔৎ਋੍ْٓءःणुैइॊभ؝ڰ

০স঴दमگারഽऊैದઃ੍ஔ॑৫઩します。以降、入金の確認ができな
かった場合は裏面記載の窓口までお問い合わせください。
注）裏面「6」の方については申請が必要なため、支給時期が異なります。

ஔપ੍ْٓءःऎैुैइॊभ؝گ

対象児童ڭযपणऌڮਐ৞ڭق৚଒ॉكです。

ഫએपਢऌऽघ؛૑ङओનੳऎटऔःآ

ৌ଴ుญْٓءअठभ৕मؚৌ଴पऩॊभ؝ڭ

次に記載する児童が対象になります。
令和７年9月に出生した※قभుญুਊभ੍ஔৌ଴ుญكپقাীڵফڳഥਮكڭق
児童については10月分：9月出生も対象児童です。ك

া��঩ऽदपলেखञుญگফڴ঩ऊैഥਮڭফ��াڳഥਮكڮق

০স঴

①手当のओ੧৔॑ଛહखऽघ。

➂児童手当受給ઠౠಉषஷॉ੢ाऽघ。

؛भ্मணடછ॑઀লऎटऔःُڲഫએभَكି

৕୘थ
਼ఝ

ணடऋ૑ਏऩ্

➁希望しない場合や支給口座を変更する場合のみ、
保健福祉課までご連絡下さい。



nஷॉ੢ी༯ཌྷ|ृn଻যੲਾभ༯਄|पओିਔऎटऔः؛

今金町から問い合わせを行うことがありますが、ＡＴＭ（現金自動預払機）の操作をお願い
することや、支給のための手数料などのஷॉ੢ा॑੷ीॊऒधमബৌपँॉऽच॒。もし、不
審な電話がかかってきた場合には、すぐに今金町の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電
話（＃9110）にご連絡ください。

ءணடऋ૑ਏऩभमन॒ऩৃ়؝ڲ
・所属庁から児童手当を受給しているਁਜ৩（下記「公務員の方へ」を参照）
・10月１日以降に離婚（離婚調停中等も含む）により児童手当の申請が必要に
なった保護者

・令和７年10月１日から令和８年３月31日までに出生した児童の保護者
＊ただし、児童手当認定請求書を提出済の場合は不要です。

保健福祉課 総務グループ
電話：ڬڴڳڮ�ڮڴ�ڳگڭڬ
（受付時間：平日8:30～17:15）

उਖः়ॎच੔ق ০স঴ك

こども家庭庁 コールセンター
電話：ڭڳڬ�ڮڱڮ�ڬڮڭڬ
（受付時間：平日9:00～18:00）

उਖः়ॎच੔قবك

عਜ৩भ্षਁع
ਁਜ৩भ্मؚऽङमਚരૂपুਢऌपणःथओનੳऎटऔः؛ऽञؚুਊ॑५঒ش६पਭऐ
਄ॊञीਁসਭ਄ઠౠभఃஈ॑उ൭ीखऽघق؛ఃஈटऐदम০৚भুਊभணடুਢऌम౥വ
खऽच॒भदओିਔৣऔःك؛ഥਮڴফڮাڬڮ঩ऽदप৳௏ૣකୖषணடછभ઀ল॑उൢः
ऽघ؛

ஔ্১੍ْٓءन॒ऩ্১दुैइॊभ؝ڱ
（１）児童手当受給者
ਉಋؚഥਮڳফ��া੍ஔৎكپقभుญুਊਭஔઠౠऊؚඍলછपेॉඍ

ऐলञઠౠに振り込みます（※令和７年9月に出生した児童は12月支給時）。
（２）申請を行った保護者（「６」の対象者）
ணடછद੐৒खञઠౠに振り込みます。

注）口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、令和８年２月
２０日までに必ず下記保健福祉課にご連絡ください。

ءऒ॒ऩधऌमनअऩॊभ؝ڳ
ءਬढ௭खञৃ়मनअऩॉऽघऊٹ
�ফڳഥਮقাীڵাपলেखञుญपणःथम��াীكभుญুਊ੍॑ஔ
खञ৘঴੨્قશયஅिكऊैؚ児童手当受給口座もしくは届出書により届け出
た口座にஷॉ੢ऽोऽघ。ご不明な点があれば、前述の引越前の市町村にお問い
合わせください。
ء଺૩पेॉؚऒनुधधुपೂ୔खथःऽघऋؚनअऩॉऽघऊۋڹٹ
なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、
配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。


